
資金名（名称は元年度を採用） 補助額（１００円未満切り捨て）

　長期的に資金を借り入れ、設備等を導入された中小企業の方々！
　資金返済時にかかった利子が

が補助金として返ってきます！

利子補給金のご案内

　　☆対象となる融資制度☆

①愛知県経済環境適応資金のパワーアップ資金 資金の融資を受けた日から１年
後の同じ日の前日までに支払っ
た利子の総額
支払日を遅延した利子については対象と
なりませんのでご注意ください。
★注意★
貸付利率が２％を超える場合、利子の総
額が５０万円を超える場合、借り換えした
場合は、裏面の計算方法をご確認してくだ
さい。
（年度内の補助限度額はそれぞれ１００万円）

②マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

③日本政策金融公庫生活衛生改善貸付

④碧南商工会議所中小企業育成融資制度

※全ての資金において融資期間１年以下のものを除く

☆★碧南市内の中小企業のみなさまへ★☆

１００万円最高

令和８年度版

☆制度を利用できる方☆
①市内に工場または事業所を有している中小企業者（会社または個人）

・小売業・・・資本金５，０００万円以下または従業員５０人以下
・サービス業・・・資本金５，０００万円以下または従業員１００人以下

・卸売業・・・資本金１億円以下または従業員１００人以下
・その他の業種・・・資本金３億円以下または従業員３００人以下

②市税の滞納がないこと
③愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当しないこと

④臨海部に事業所を有している場合、公害防止に関する協定の基準を
遵守していること

※上記の４項目を満たしている方

〈問い合わせ先〉 碧南市 経済環境部 商工課 企業応援係

〒４４７－８６０１ 碧南市松本町２８番地

: ０５６６－９５－９８９５（直通）

申請に必要な書類は、裏面をご覧ください。

☆申請期限☆
資金の融資を受けた日から１年後の同じ日から３０日以内に碧南市商工課に申請してください。

（但し、資金の融資を受けた日から１年後の同じ日が令和９年３月１０日以降の場合は、令和９年

４月１０日までに申請してください。）



補助の対象期間

融資実行日(Ａ)
5/20

Ａの翌年
5/19

Ａの翌年
5/20

この期間支払った利子が補助対象となります。

完済・解約せずに１年間以上融資の
返済をし続けていることが条件です。

補助対象額が５０万円を超える場合は、
５０万円を超えた額の１／２を５０万円に加えた
額が補助金となります。

例）補助対象額（利子総額） ７９８，９００円
２９８，９００円（５０万円を超えた額）÷２
＝１４９，４５０円
５００，０００円＋１４９，４５０円＝６４９，４５０円

補助金額 ６４９，４００円（１００円未満切捨て）

■補助金の申請に必要な書類について

上表の資金融資を受けて利子を支払った方は、以下の申請書類を揃え、融資を受けた金融機
関の担当者にご相談いただくか、碧南市商工課に申請してください。

□ 中小企業振興対策補助金（利子補給金）交付申請書 ･･･①
□ 補助金交付手続チェック表 ･･･②
□ 利子補給金回収条件明細書 ･･･③
□ 支払額明細書 ･･･④

□ 信用保証書の写し ･･･⑤
□ 市税の完納証明書（原本）※発行から３０日以内のもの ･･･⑥

□ 補助金交付請求書 ･･･⑦

※１ ①、②、③、⑦の様式は「へきなん企業応援ＮＡＶＩ」からダウンロードできます。

http://www.hekinan-companysupport.jp
※２ ④は融資を受けた金融機関にご相談ください。

※３ ⑤は愛知県信用保証協会が発行し、融資を受けた金融機関へ送付されます。
そのため、商工会議所中小企業育成融資制度を活用した場合は添付不要です。

※４ ⑥は碧南市役所１階の税務課（１通２００円）で交付いたします。
交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。

法人の場合は、代表者印の押印が必要です。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書（委

任状）が必要になります。代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得でき

ます。https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/zeimu/5339.html

個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書（委

任状）が必要になります。

貸付利率が２％を超える借入れの場合は、

「利子総額×２％÷貸付利率」

これにより算出した額が補助対象額となります。

補助対象額が５０万円以上の場合

貸付利率が２％を超える場合

借り換えした場合
融資の際に、繰上償還を行ったときは、当該支払利

子に、融資額から繰上償還される額を減じて得た額

に融資額で除して得た率を乗じて得た額となります。

○例

※中小企業育成融資制度を利用した場合

Ａ：借入金額 １５，０００，０００円

Ｂ：回収金額 ９，０００，０００円

Ｃ：支払利子額 １５０，０００円
Ｄ：（Ａ－Ｂ）÷Ａ＝０．４％

補助対象額…Ｃ×Ｄ＝６０，０００円

補助額…６０，０００円（１００円未満切捨て）

このケースは、すでに受けていた融資の残額（Ｂ）が

存在し、今回の融資（Ａ）でそれを返済するとともに資

金を調達しています。
借換えの場合の補助金額はまず、Ａ（借入金額）から
Ｂ（回収金額）を差し引いた額と融資金額との割合で
補助対象額を算出します。
よってこの場合、６０，０００円が補助金となります。


